
想いの力を、
救う力に。

岩手県支部

B'ヽ赤十宇社
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日赤岩手県支部の最新活動を
SNSでチェック !!
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〒020-0831盛 岡市三本柳6-1-10
TEL 019-638-3610 FAX 019-638-3619
https://www.irc.or.jp/Chapter/1wate/
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赤十字は、
動いてる!
with You
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日赤岩手県支部 活動資金 (ご寄付)の使い道
赤十字の人道活動をご支援いただきありがとうございます。
皆さまからの大切なご 付は、このように役立てています。 人間のいのちと健康を守る活動を続けます

国内災害救護
災害被災地での医療救護活動を行う救護班を編成していま
す。非常時に使命を果たせるよう、訓練や研修を実施し、
関係機関との連携を深めます。

※病院、血液センター、社会福祉施設は施設ごとの特別会計となっており
この予算には含まれておりません。

e赤十字思想の普及
を推進 47′ 105

(千円 )

します

●医療救護班が被災地に駆けつけます。

●救援物資 (毛布や段ボールベッドなど)を配布します。

●救護員を育成します。

●被災者の生活を支援する義援金の募集を行います。

令和 7年大船渡市林野火災 避難所の環境整備

赤十字会
を実施し

員の募集や

ます。

広報活動

石手県文首|ゝ日小 亦 † 字租
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●世界各地に救済の手を
差し伸べます

国際活動
●開発途上国の赤十字事業
を支援します。

●世界各地の人道危機に対

する救援活動を支援します

●豊かな心を育て赤十字の輸を広げます

青少年赤十字
●心優 しい実行力のある子どもを育てます。

(気づき。考え 。実行する子ども)

赤十字奉仕団
●地域でのボランティア活動を推進 します。

●個人ボランティア活動を支援 します。

●ボランティアの研修機会を提供します。

救急法等の講習
防災セミナー

●身近な人を救うため、とっさの手当や日常生活での事故
防止など、健康安全に関する知識・技術の普及と啓発を
イ予います。

●赤十字防災セミナーは、あなたの地域で災害が発生した
ときに、いのちを守る様々な方法を地域に密着した形で

学ぶことができます。
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肉 211′620千円(うち寄付額 187′ 347千円 88.5%)

会員制度の充実を図 ります

事業資金確保の基盤や赤十字業務の運営の確立を図ります。

臭支部

日本赤十字社では、毎年 5月 に、東京の明治神宮で赤十字の名

誉総裁である皇后陛下をはじめとした女性皇族の方々がご臨席

のもと、全国赤十字大会を開催 します。

岩手県支部では、多額のご寄付をいただいた方々から毎年若干

名の方を、この大会にご招待して

います。

赤十字事業の趣旨にご協賛いただ

き、よリー層のご支援、ご協力を

お願いいたします。

日本赤十字社では、遺言書によるご寄付 (遺贈 )や相続財産からのご寄
付を受け付けております。ご案内バンフレットをお送 りしておりますの
で、ご希望の方は日赤岩手県支部までお問い合わせ下さい。

いぞ う        =■ そ 、1..1′ 1:“

遺贈とは    相続財産寄付と,
遺言書を作 り、遺産の一部を寄付   故人の生前の遺志を尊重し、ご遺
すること。             族の方が相続された財産の一部を
遺贈のご意思は、遺言書を残すこ  寄付すること。
とで初めて実現されます。

相続税がかかりませんに寄付した財産は日本赤十字社

皇后陛下が御臨席される全国赤十字大会にご招待します !!
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ご自身や故人の想いを
広く社会に役立てるために
一遺贈・相続財産寄付のご案内一

攀


